
審 査 基 準
基準の名称 シルバー人材センターの指定基準

法 令 等 名 根 拠 条 項 許 認 可 等 ・ 処 分 の 概 要

高年齢者等の雇用の安定等に関する ３７－１ シルバー人材センターの指定
法律

基 準 の 内 容

１ 高年齢者就業援助法人（定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短

期的なもの又はその他の軽易な業務に係るものの機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に
提供することにより、その就業を援助して、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができる
ようにし、もって高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人）
であること。

２ 次に掲げる業務を行うもの。
（1） 臨時的かつ短期的な就業（雇用によるものを除く。）又はその他の軽易な業務に係る就業（雇

用によるものを除く。）を希望する高年齢退職者のために、これらの就業の機会を確保し、及
び組織的に提供すること。

（2） 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業（雇用によるものに
限る。）を希望する高年齢退職者のために、無料の職業紹介事業を行うこと。

（3） 高年齢退職者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な

知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。
（4） 前３号に掲げるもののほか、高年齢退職者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽

易な業務に係る就業に関し必要な業務を行うこと。
３ ２に掲げる業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるもの
（1） 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、か

つ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
（2） 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増進に資

すると認められること。


